
議案第６０号 

 

訴えの提起について 

 

次のとおり、本市が行った学校給食費の支払に係る支払督促の申立てについ

て、民事訴訟法第３９５条の規定により訴えの提起があったものとみなされる

こととなったため、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により議会の議

決を求める。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１３日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

１ 当 事 者 原告 川 崎 市 

被告 ＊ ＊ ＊ ＊ 

   ＊ ＊ ＊＊＊ 

２ 請求の要旨 

被告らは、川崎市立学校において学校給食を受ける者の保護者であり、負

担すべき学校給食費を長期間滞納し、本市の再三にわたる督促にもかかわら

ず、これに応じなかった。 

そこで、本市は、被告らに対し、連帯して、滞納している学校給食費（以

下「本件学校給食費」という。）を支払う旨を求める支払督促の申立てを行

ったところ、被告らから督促異議の申立てがなされた。 

これにより、本市が支払督促の申立てにより行った本件学校給食費の支払

に係る請求は、民事訴訟法第３９５条の規定により訴えの提起があったもの

とみなされるところ、本市は、被告らに対し、引き続き訴訟において本件学



校給食費の支払を請求したい。 

３ 管轄裁判所 川崎簡易裁判所 

４ 本件に関する取扱い 

 判決の結果、必要がある場合は、上訴する。 



参考資料 

 

事 件 の 概 要 

 

１ 被告らは、本市が実施する学校給食を受けた者の保護者であるが、これま

で多額の学校給食費を滞納し、本市の再三にわたる督促にもかかわらず学校

給食費を納付しなかった。 

２ そこで、本市は、令和６年１１月７日付けで被告らに、滞納している学校

給食費４１３，１８０円（以下「本件学校給食費」という。）の支払に係る

法的措置実施予告書を送付し、同月２１日までに滞納額を完納しない場合は、

川崎簡易裁判所書記官に支払督促の申立てを行う旨を通知したが、期限まで

に納付がなされなかった。 

３ 令和６年１２月１３日、本市は、川崎簡易裁判所書記官に、本件学校給食

費の支払に係る支払督促の申立てを行った。 

４ 令和７年１月６日、被告らから督促異議の申立てがなされたことから、民

事訴訟法第３９５条の規定により、本市が支払督促の申立てにより行った本

件学校給食費に係る請求については訴えの提起があったものとみなされると

ころ、引き続き訴訟において本件学校給食費の支払を請求するものである。 


